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秋
田
県
条
例
第
二
十
一
号

秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
十
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
㈠
⑴
の
表
中
「
八
、
一
〇
〇
円
」
を
「
八
、
七
二
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
六
三
〇
円
」
に
、
「
一
八
、
九
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
三
六
〇

円
」
に
、
「
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
、
九
一
〇
円
」
に
、
「
五
、
一
三
〇
円
」
を
「
五
、
五
三
〇
円
」
に
、
「
六
、
八
四
〇
円
」
を
「
七
、
三
七
○
円
」
に
、
「
一
一
、
九
七
〇

円
」
を
「
一
二
、
八
九
〇
円
」
に
、
「
一
、
七
一
〇
円
」
を
「
一
、
八
四
〇
円
」
に
、
「
四
、
六
二
〇
円
」
を
「
四
、
九
八
〇
円
」
に
、
「
六
、
一
六
〇
円
」
を
「
六
、
六
三
〇

円
」
に
、
「
一
〇
、
七
八
〇
円
」
を
「
一
一
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
一
、
五
四
〇
円
」
を
「
一
、
六
六
〇
円
」
に
、
「
九
、
四
八
〇
円
」
を
「
一
〇
、
二
一
〇
円
」
に
、
「
一
二
、

六
四
〇
円
」
を
「
一
三
、
六
一
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
一
二
〇
円
」
を
「
二
三
、
八
二
〇
円
」
に
、
「
三
、
一
六
〇
円
」
を
「
三
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
二
〇
、
四
〇
〇
円
」
を

「
二
一
、
九
七
〇
円
」
に
、
「
二
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
二
九
、
二
九
〇
円
」
に
、
「
四
七
、
六
〇
〇
円
」
を
「
五
一
、
二
七
〇
円
」
に
、
「
六
、
八
〇
〇
円
」
を
「
七
、
三
二
〇

円
」
に
、
「
五
、
九
七
〇
円
」
を
「
六
、
四
三
〇
円
」
に
、
「
七
、
九
六
〇
円
」
を
「
八
、
五
七
〇
円
」
に
、
「
一
三
、
九
三
〇
円
」
を
「
一
五
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
一
、
九
九

〇
円
」
を
「
二
、
一
四
〇
円
」
に
、
「
一
、
八
九
〇
円
」
を
「
二
、
〇
四
〇
円
」
に
改
め
、
同
号
㈠
⑵
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑵

設
備
使
用
料

区

分

使
用
の
単
位

使
用
料
の
額

ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式
一
回
に
つ
き

六
六
〇
円

金
び
ょ
う
ぶ

一
双
一
回
に
つ
き

一
、
二
四
〇
円

別
表
第
一
号
㈡
の
表
中
「
四
〇
、
九
六
〇
円
」
を
「
四
四
、
一
一
〇
円
」
に
、
「
八
、
三
〇
〇
円
」
を
「
八
、
九
四
〇
円
」
に
、
「
九
、
八
七
〇
円
」
を
「
一
〇
、
六
三
〇
円
」

に
、
「
五
、
六
八
〇
円
」
を
「
六
、
一
二
〇
円
」
に
、
「
七
、
二
五
〇
円
」
を
「
七
、
八
一
〇
円
」
に
、
「
六
、
四
一
〇
円
」
を
「
六
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
別
表
第
二
号
の
表

中
「
二
、
二
○
○
円
」
を
「
二
、
三
七
○
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
中
「
二
百
二
十
円
」
を
「
二
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
依
頼
を
受
け
た
診
断
書
及
び
証
明
書
の
交
付
に
係
る
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


